
令和８年度桐生市通所型サービスＣ事業受託事業所募集要項 

 

１．募集の趣旨 

  桐生市では、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項に

規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施要綱に基づくサービス事業を委託するにあたり、通所型

サービスＣを受託する事業所を募集する。 

 

２．募集コース数 

３コース 

（令和８年５月下旬頃から令和９年３月までの間の連続する３～４か月間のうちに全コースを実施する

こと） ※１事業所につき、１コースもしくは２コースで応募可 

  

３．委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

  なお、その業務につき著しく不適当と認めた場合、介護保険法及びこれに関連する政省令等に定める事

項に違反した場合は、委託期間の満了以前に契約を解除する場合がある。 

 

４．応募資格 

別添「通所型サービスＣ（複合型プログラム）実施マニュアル」に定める人員・設備を確保できる 

事業所 

 

５．業務内容 

  別添「通所型サービスＣ（複合型プログラム）実施マニュアル」に定める業務 

 

６．事業委託に係る費用 

基準額：理学療法士または作業療法士派遣・送迎代として、130,000円（１コースあたり） 

 事業額：１人１回あたり 3,500円の介護保険負担割合証に応じた額（９～７割分）×利用者延べ数 

     

７．選定の方法 

事務局（保健福祉部健康長寿課）において、応募内容を確認・精査し、詳細は別途通知する。 

 

８．応募手続き 

（１）応募期間 

   令和８年２月４日（水）から２月２６日（木）まで 

   （土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）提出書類 

   申請書（様式１）及び事業所の概要（様式２） 

（３）提出先及び問い合せ先 

    桐生市保健福祉部健康長寿課（担当：鈴木） 

    電話：44－8215  

    Mail：kenkochoju@city.kiryu.lg.jp 


